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はじめに
　私たち特定非営利活動法人mia forzaでは、2021年度より「NPO・ボランティア団体

におけるハラスメント対応事業」に取り組んできました。初年度は、ハラスメント予防・対

応の先駆的な取り組みをされている全国のNPOの方々にお話を伺い「NPO・ボランティ

ア団体など社会課題に取り組む団体におけるハラスメント対応に関する調査報告書」を

発行させていただきました。2年目は、各団体におけるハラスメント対応窓口の担当者育

成研修を行うと同時に、全国の担当者同士のゆるやかなネットワークの構築を目指しまし

た。3年目は、担当者育成研修を継続しながら、弁護士等専門家の方へのヒアリングと研

究会を行い、2023年12月には「NPO・ボランティア団体など社会課題に取り組む団体に

おけるハラスメント対応を考えるフォーラム」を実施いたしました。これら3年間の取り組

みから得た知識・ノウハウ・情報を、全国の団体と活動者のみなさまへお届けしたいと考え

作成したのが、本書です。

　遡ること2001年。私は、暴力被害に遭った方々をサポートする活動として、DVや性

暴力、虐待やいじめ、セクハラやパワハラ、アカハラ等の暴力の被害に遭われた方たち

からの相談対応にあたっていました。相談者には、NPO・ボランティア団体で活動をして

いるという方もあり、組織内での人間関係や当事者（利用者）の方々とのトラブル等の

相談が寄せられていました。今、振り返るとそれは、パワハラやセクハラでした。しかし、 

2001年当時、私はそれらの相談を「ハラスメント」として捉えてはいませんでした。なぜ

「ハラスメント」として捉えることができなかったのか？そこには「NPO・ボランティア

団体＝良きことをなす良き人の集まり」であり、「そのようなところではハラスメントな

んて酷いことは起きるはずはない」という思い込みがあったからです。

　本事業を開始したきっかけのひとつに、2019年頃からこども食堂で活動する方々

からのハラスメント相談が増えてきたということがありました。本事業を立ち上げた

際、過去の私の思い込みを彷彿させる声が届きました。

　「こども食堂には、ハラスメントなんてない。こどもたちを大切に思っている人たちが、

こどもたちのためにやっている尊い活動で、そんなことは起きるはずはない。ハラスメン

トなどと言って、すばらしい活動の足を引っ張るのか」

　NPO・ボランティア団体におけるハラスメントは、団体のミッションや活動者の志、活動の

分野や地域、活動に関わる方々の立場を問わず、起きています。本書を通してまずこのこと

を知り、「予防」と万が一を想定した「備え」に「自分ごと」として取り組んでみてください。
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https://miaforza.jp/info/npo%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%AA%E3%81%A9%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%AB%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%82%80%E5%9B%A3/
https://miaforza.jp/info/npo%E3%83%BB%E3%83%9C%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%86%E3%82%A3%E3%82%A2%E5%9B%A3%E4%BD%93%E3%81%AA%E3%81%A9%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E3%81%AB%E5%8F%96%E3%82%8A%E7%B5%84%E3%82%80%E5%9B%A3/
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　志をもってNPO・ボランティア活動に取り組む時、第一にそこは、安全・安心なとこ

ろでなくてはなりません。私たちは、安全・安心がなくては、志を形にすることも人と

つながることもできません。ハラスメントは、一番の基礎となる安全・安心を脅かすもの

であり、活動に関わるすべての人に影響を及ぼすことであり、決して許されるものでは

ありません。

　この3年間、身を粉にして本事業に取り組んでくださった社労士事務所サステナ

星野美佳様、調査やヒアリング、研修や研究会、そしてフォーラムへお力添えを下さった

全国のみなさまに感謝申し上げます。

　宮城の地で掲げた小さな小さな拳を支え続けてくださった公益財団法人庭野平和

財団様と公益財団法人市川房枝記念会女性と政治センター様に、心から感謝申し上

げます。

　ハラスメントは「遠いもの」ではありません。活動するすべての人に共通する重要

な課題であり、ハラスメント予防と対応は私たち活動者とNPO・ボランティア団体の

「必須アイテム」です。

　本書が、みなさまの活動に少しでもお役立ていただけるようでしたら幸甚です。

　社会課題の解決や新たな価値の創出に、みなさまが存分にお力を発揮されますこと

を願っております。



 

NPO・ボランティア団体（以下、NPO等）
にとって、今や、活動や組織を継続する上
で、ハラスメント対策は欠かせないものと
なっています。
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　2022年4月からは、事業の大きさを問わず、すべての
事業主に対して職場におけるパワーハラスメント、セクシ
ュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業等に関するハラ
スメントの防止措置を講じることを法が義務付けており、 
スタッフを雇用するNPO等にも、例外なく適用されます。
さらにNPO等においては、活動を利用する対象者や、 
支援するボランティアや協力者など、雇用関係にない人々
も多数関与しており、その方々の被害と加害を共に防ぐこと
も、法による義務付けを超えて求められます。

　NPO等は、社会課題への取り組みや様々な支援から
取りこぼされてしまっている当事者のための支援活動を
精力的に行っていますが、その半面、財政基盤やマネジメ
ント体制の整備が不十分なケースが多く見られます。残
念ながら、活動の対象者（参加者・受益者）や支援者、団体
の役職員などが加害者・被害者となるハラスメントの事案
も生じており、深刻な課題であるとともに、対策の整備を 
急ぐ必要があります。

　NPO等の活動に従事する人、とりわけ理事など事業主の
立場にある人は、自組織におけるハラスメントのリスクを認識
し、必要な対策を講じなければ、自組織の事業の存続の危機
を招いてしまいます。さらには、NPO等に対する社会の不信
感につながってしまう可能性さえあるのです。

　本書では、NPO等で活動する私たちがハラスメントを起こ
すことがないよう、自らの活動環境を見直し、必要な対策を
進めるために重要なポイントや事例を、簡潔に紹介します。
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＜労働施策総合推進法（抄）＞ 
（雇用管理上の措置等）
第30条の２ 事業主は、職場において行われる優越的
な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ
相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者
の就業環境が害されることのないよう、当該労働者
からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体
制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じな
ければならない。

２ 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は
事業主による当該相談への対応に協力した際に事実
を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇
その他不利益な取扱いをしてはならない。

 

NPO・ボランティア団体にハラスメント対策が必要なのはなぜでしょうか。法律の面から
押さえておきましょう。

雇用されたスタッフには、法律で対策
が義務付けられています
　2020年（令和2年）、「改正労働施策総合推進法」 
が施行されました。事業主に義務付けられたのが、
職場におけるパワーハラスメントの防止措置を講じ
ることです。併せて、事業主に相談したこと等を理
由とする不利益な取扱いも禁止されました。なお、
セクシュアルハラスメントはすでに2007年から、 
雇用管理上の措置を講じることが男女雇用機会均
等法ですべての事業主に義務付けられています。

NPO・ボランティア団体にも
ハラスメント対策が必要です！

事業主の責務と労働者の責務

　法律では、事業主の責務と労働者の責務の両方
が定められています。

出典：「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
定及び職業生活の充実等に関する法律」第30条の２

2020年の施行当初は、中小企業*の取り組みは努力義務。 
2022年4月からはすべての事業主に義務化されている。
＊中小企業の定義は下記参照
リーフレット「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主
の義務になりました！」

（厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部（室））(P1)

出典：「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安
定及び職業生活の充実等に関する法律」第30条の３
を基に編集

　ここで言う「労働者」には、正規雇用だけでなく、
パートタイム、契約社員等の非正規雇用の労働者を
含みます。さらに、取引先の関係者や、就職活動中
の学生等も対象として措置を講じることが望ましい
とされています。つまり、NPO等においては、雇用さ
れている常勤・非常勤の職員に加えて、業務委託契
約者、ボランティア、インターン、事業・活動への参
加者・利用者なども対象と位置付けて対応を進め
る必要があります。

【事業主の責務】
1)職場におけるハラスメントを行ってはならないこと、 

その他職場におけるハラスメントに起因する問題に 
対する自社の労働者の関心と理解を深めること

2)自社の労働者が他の労働者*に対する言動に必要な
注意を払うよう、研修その他の必要な配慮をすること

3)事業主自身（法人の場合はその役員）が、ハラスメン
ト問題に関する理解と関心を深め、労働者*に対する
言動に必要な注意を払うこと

【労働者の責務】
1)ハラスメント問題に関する理解と関心を深め,他の労

働者*に対する言動に必要な注意を払うこと
2)事業主の講ずる雇用管理上の措置に協力すること
＊取引先等の他の事業主が雇用する労働者や、求職者

も含まれます。

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000611025.pdf
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事業主はどのような対策をすべき？

　職場におけるパワーハラスメントを
防止するために、事業主が雇用管理上
講ずべき措置として、左の10項目
が厚生労働大臣の指針に定められて 
います。事業主は、これの措置を必ず

講じなければなりません。

　このほか、職場におけるハラスメントを防止するために望ましい取り組みとして、以下が挙げられています。

事業主の方針等の明確化および周知・啓発
1  職場におけるパワハラの内容・パワハラを行ってはならない旨の 

方針を明確化し、労働者に周知・啓発すること
2  行為者について、厳正に対処する旨の方針・対処の内容を就業 

規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発すること

相談に応じ、適切に対応するために
必要な体制の整備
3  相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること
4  相談窓口担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応 

できるようにすること

職場におけるパワハラに関する事後の 
迅速かつ適切な対応
5  事実関係を迅速かつ正確に確認すること
6  速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行うこと
7  事実関係の確認後、行為者に対する措置を適正に行うこと
8  再発防止に向けた措置を講ずること（事実確認ができなかった場合も含む）

併せて講ずべき措置
9  相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知すること
    相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

＊労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを行うことは、労働施策総合 
推進法において禁止されています。

● 複合的なハラスメントに一元的に相談できる体制整備
● 原因や背景となる要因を解消するための取り組み（コミュニケーションの活性化の研修、適正な業務目標の設定など）
● 自ら雇用する労働者以外*にも同様の方針を示すこと   
　*例： 他の事業主が雇用する労働者/就職活動中の学生等の求職者/労働者以外の者（個人事業主、インターン、教育実習生等）
● カスタマーハラスメントに関する取り組み 
　- 相談体制の整備　　　- 被害者への配慮のための取り組み　   - 被害防止のための取り組み

職場におけるパワーハラスメントを防止するために講ずべき措置 

出典：パンフレット「職場における・パワーハラスメント対策・セクシュアルハラスメント対策・妊娠・出産・育児休業等に関するハラス
メント対策は事業主の義務です！」（厚生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部（室））(P20）（下線は筆者）

10

　本書では、これらの措置や取り組みについて、より具体的にイメージしやすいように５つのステージに分
けて対策を解説していきます。（P.11以降参照）

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf
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ハラスメントの定義 

ハラスメントとは？
　ハラスメント（harassment）とは、広義には「人権侵害」を意味し、性別や年齢、職業、宗教、社会
的出自、人種、民族、国籍、身体的特徴、セクシュアリティなどの属性、あるいは広く人格に関する
言動などによって、相手に不快感や不利益を与え、その尊厳を傷つけることを指します。法律によ
りハラスメント防止措置が義務付けられている「職場のハラスメント」は、①パワーハラスメント、 
②セクシュアルハラスメント、③妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントです。それぞれ、 
①労働施策総合推進法、②男女雇用機会均等法、③育児・介護休業法などで、具体的なハラスメ
ントの内容が示されています。

　それ以外のハラスメントは、厳密な定義がないものも多く、判例などの積み重ねの中で、ハラスメ
ントとして認定されています。

＊「法律上の定義に完全に一致しなければハラスメントではない」とは言い切れません。実際には、ハラスメ
ントの行為は白黒はっきりつけられないことが多いものです。法律上の定義を知り、その予防策を考える
ことはとても重要ですが、ハラスメントかもしれないという行為に気づいた時には、この定義に合致する
かどうかに関わらず、相手に不快感や不利益を与え尊厳を傷つけていないかどうか、より広い視点での
対応が必要になります。

01 パワハラ（パワーハラスメント）

立場や権限（パワー）を用いたハラスメント

わかるようでわからない「ハラスメント」という言葉。「どこからがハラスメント？」と
迷うかもしれません。ハラスメントとはそもそも何でしょうか？

職場で起こりうるハラスメントの主な種類

02 セクハラ（セクシュアルハラスメント）

相手の意に反する不快な性的言動

03 マタハラ（マタニティハラスメント）

妊娠・出産を理由とするハラスメント

04 育児介護ハラスメント

育児や介護に関する制度の利用を理由とする
ハラスメント

05 カスタマーハラスメント

顧客等からの著しい迷惑行為

06 リモートハラスメント

リモートワーク中に起こるハラスメント



パワーハラスメントには大きく分けて6つの類型があります。

職場におけるパワーハラスメントの定義
職場で行われる、①から③の要素全てを満たす行為 
をいいます。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
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パワーハラスメントの定義

＊客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる
適正な業務指示や指導は該当しない。

＊優位性：上司→部下だけでなく、部下が集団となって
上司に優位性をもつ、専門的な知識や豊富な経験を
持つ非正規社員が正規社員に対し優位性をもつな
ど、”優越的な関係”の背景にはさまざまなものがある。

＊参考：パンフレット「職場における・パワーハラスメント対
策・セクシュアルハラスメント対策・妊娠・出産・育児休業
等に関するハラスメント対策は事業主の義務です！」（厚
生労働省都道府県労働局雇用環境・均等部（室）） 定義
についての詳細、パワーハラスメントに該当すると考え
られる例／しないと考えられる例 など（P2-4）

身体的な攻撃 
暴行・傷害
（例）
•殴打、足蹴りを行う。
•相手に物を投げつける 脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

（例）
•人格を否定するような言動を行う。

 （相手の性的指向・性自認に関する
   侮辱的な言動を含む。）

•長時間にわたって、業務に関する
厳しい叱責を繰り返し行う

人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
（例）
•１人の労働者に対して同僚が集団で
無視をし、職場で孤立させる

過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能な
ことの強制・仕事の妨害
（例）
•労働者に業務とは関係のない私的な雑用の
処理を強制的に行わせる

過小な要求
業務上の合理性なく能力や経験とかけ離
れた程度の低い仕事を命じることや仕事
を与えないこと
（例）
•管理職である労働者を退職させるため、
誰でも遂行可能な業務を行わせる

個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
（例）
•労働者を職場外で継続的に監視したり、
私物の写真撮影をしたりする

パワハラの
6類型

精神的な攻撃

https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/001019259.pdf


妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの定義

セクシュアルハラスメントには大きく分けて2つの類型があります。

妊娠・出産した「女性労働者」や、育児休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害される
行為です。

妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントには大きく分けて２つの類型があります。

制度等の利用への嫌がらせ型
制度又は措置の利用に関する言動により就業
環境が害されるもの。

（例）育児休業の取得について上司に相談した
ところ、「男のくせに育児休業を取るなんて
あり得ない」と言われ、取得をあきらめざる
を得ない状況になっている。

女性労働者が妊娠したこと、出産したこと等に
関する言動により就業環境が害されるもの。

状態への嫌がらせ型

N P O・ボランティア団 体 のため のハラスメント予 防 対 応 実 践 ハンドブック � 8

セクシュアルハラスメントの定義

職場において行われる、労働者の意に反する「性的な言動」に対する労働者の対応により、その労働者
が労働条件について不利益を受けたり、「性的な言動」により就業環境が害される行為です。

対価型
労働者の労働条件が不利益を受ける

（例）事業主から性的な関係を要求されたが拒否
したら、解雇された。

労働者の就業環境が害される
（例）上司が労働者の腰・胸などに度々触ったため、

その労働者が苦痛に感じて就業意欲が低下。

環境型

＊１ 「職場」とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、当該労働者が通常就業している場所以外の場所であって
も、当該労働者が業務を遂行する場所については、「職場」に含まれます。 
例：取引先の事務所、取引先と打ち合わせをするための飲食店、顧客の自宅など

＊２ 「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、 
性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触れること、
わいせつな図画を配布する等が、それぞれ含まれます。

＊３ 事業主、上司、同僚に限らず、取引先、顧客、患者及び学校における生徒等も行為者になり得ます。 
出典：「職場のハラスメント　対策リーフレット」厚生労働省

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/syokuba_leaflet6P.pdf


ハラスメント対策が必要なのは、企業もNPO等も同じです。そして「限られた経営資源で
いかに対策するか」は、特に中小企業と共有する悩みと言えます。ですが、これまで述べた
ように、雇用関係にない人々も多く関与するNPO等には、特有の課題もあります。 

NPO等の特徴とハラスメント
予防のヒント

N P O・ボランティア団 体 のため のハラスメント予 防 対 応 実 践 ハンドブック � 9

特徴①　ミッションに基づく組織体であること
　NPO等の特徴の一つとして、社会課題の解決や社会的弱者への支援といったミッションに
基づいている点があります。ミッションへの共感や当事者意識を大事にする組織文化は求心
力を生み出しますが、一方で、個の侵害（例：個人的事情を共有させる）や過大な要求（例：ミッシ
ョンを達成するために実現困難な目標を設定する）につながりやすい側面もあります。
　「想い」で結びついているゆえに、ハラスメントが深刻化するケースもあります。「想いを共
有していて人間関係が良いからハラスメントは起きない」という思い込みで対策を怠った場
合などです。また、ハラスメントが起きた時に「信じていたのに裏切られた」という傷つきが大
きく、個人的な感情が絡み合って、組織としての対応が難しくなる場合もあります。
　想いを大事にする組織体だからこそ、予防のしくみを持つことが大事です。どんな行為が
ハラスメントにあたるのか、関係者内で共通認識を持ち、相談があった場合にどう対応する
か、対応フローを事前に決めておくことで、大事にしたい「想い」の部分と組織としての対応を
分けることが可能になります。

特徴②　ボランタリーマインドを大事にしていること
　ボランティアの存在やボランタリーマインドを大事にする文化もNPO等ならではのもの。 
ボランティアとして関わり始め、組織の拡大とともに職員になった人も少なくありません。その
場合、「働く場」としての環境整備が必要になります。ところが、一人ひとりの自律性を大事にす
るあまり、組織に欠かせない制度設計やルールづくりが遅れてしまうケースがあります。不文
律のままだと、業務とボランタリーな関わりの境目が不透明だったり、なんとなく共有してきた
共通の価値観が新たに関わる人には伝わらなかったり、組織経営上のリスクが高くなります。
　職員が業務として行うこととボランティアにお願いすることを分けて考え、それぞれの役割
を明確にすることが必要です。職員は業務としての役割を果たしながら、ボランタリーマインド
を持って事業に主体的に関わることは可能です。ボランタリーマインドを大事にする価値観を
いかに事業への貢献につなげ、それを評価するか。NPO等でも、評価制度の構築や、求めるコ
ンピテンシーの明文化などの模索が始まっています。
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特徴③　属人性が高いこと
　NPO等では、理事などの経営層が、事務局や事業のマネジャーとして日々の業務を担っているこ
とは少なくありません。人的資源の乏しさから、経営面でも事業面でも「この人がいないと、この組
織（事業）は成り立たない」という状況に陥りやすいですが、そうした属人性の高さはハラスメント予
防の観点ではハイリスクです。
　仮にハラスメントをした行為者が経営層の場合、被害者は「声を上げることで事業の存続が危う
くなってしまうのではないか」「自分が相談することによって事業が止まってしまったら受益者が困
ってしまう」という心配から、「自分が我慢すれば（もしくは組織を去れば）いい」という発想になりや
すく、ハラスメントが発覚しにくくなります。そして本質的な解決につながらないまま時間が経過し、 
問題の行為が再び起こってしまう悪循環が続きます。そうならないためには、被害者やその近くの
人が相談・報告しやすい工夫をする必要があります。どんなに社会的意義の高い事業を行っていた
としても、ハラスメント行為をそのままにしておくことは許されません。ハラスメント行為は個人の問
題ではなく、組織として責任が問われる問題です。ハラスメントに対する取り組みを組織全体として
進め、業務フローの改善など、しくみとしてハラスメントが起きにくい環境づくりが必要不可欠です。

特徴④　雇用関係だけではない多様な関わりがあること
　NPO等には雇用関係にある職員だけでなく、業務委託契約で働く人、委任契約の経営層、ボラ
ンティア、インターン、寄付者、そして、活動の対象となる参加者（利用者・受益者）とその家族など、
様々な立場の人が関わります。就業規則だけでハラスメント予防を講じたとしても、そもそも就業
規則が適用されない人がいるのです。そのような場合には、雇用関係にない関係者も対象とする
コンプライアンス規程やハラスメント防止/対応規程を別途つくるなどの取り組みが必要です。
　労働施策総合推進法等では、雇用関係にない関係者への対策は推奨であり義務ではありませ
んが、NPO等では法の範囲に留まらない対策が必要でしょう。自組織にとって必要な対象範囲を
整理し、関係者全体にハラスメント対策のメッセージを伝えていくことが大切です。

　私たち（特）mia forzaは、性暴力やDV、いじめ、虐待等の暴力の被害に遭った方々のサポートを行なっていることから、全
国のNPO等や活動者からのハラスメントの相談もたびたび受けてきました。NPO等におけるハラスメントの特徴のひとつと
して、さまざまな立場の関係者の間で加害・被害が起きることが挙げられます。例えば、寄付者から団体の代表がハラスメン
トを受けるケース、ボランティアから職員が受けるケース、利用者からボランティアが被害を受けるケース等です。

　特に、寄付者から団体の代表がハラスメントを受けるケースとして、ひとり親やDV被害者等当事者団体代表の女性たち
から相談をいただくことが少なくありません。団体代表が、寄付者や会員等の支援者からハラスメントを受けているが、活動
や団体の存続のために被害を団体内で相談できずにいる、というものです。このような場合、活動をともに行うメンバーを
はじめ周囲の方々がその状況に気づき理解すること、組織として加害者に対して毅然とした対応を行うこと、そして、組織と
してハラスメントに対する明確なメッセージを組織内外に伝えることが必要です。これらの対応は、現在起きているハラスメ
ントの解決だけではなく、組織と組織に関係するあらゆる立場の方たちをハラスメントから守ること、いわば将来に向けたハ
ラスメントの予防にもつながります。

　このほかにもNPO等のハラスメントのリスクを高める要因として、支援者と被支援者という構造的な力関係
の存在や、バックオフィス業務に割けるリソース（人材や時間、資金）の不足、知識不足などがあります。リスクの
高い状況や言動を事前に想定して組織内で共有することで、自組織のハラスメント予防に役立ててください。



本書では、ハラスメント防止対策のステップを5つのステップに分け、解説していきます。
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2 防ぐ 
④ 研修を行い、ハラスメントに対する共通認識をつくる
⑤ 自組織にとってリスクの高い状況を洗い出す
⑥ 予防策を日常業務に組み込む

3 相談を受ける 
⑦ 相談窓口の役割と相談を受けた後の流れを決める
⑧ 相談対応シートを活用する

4

5

1 決める・伝える 
① 組織としての方針・メッセージを決め、伝える
② 規則・規程で禁止行為を明文化し、措置の内容を決める
③ 相談窓口を決め、連絡方法を伝える

調査する 
⑨ 調査委員会を設ける
⑩ 関係者にヒアリングし、事実関係を整理する
⑪ 調査結果を意思決定機関に報告する

対応措置を決める
⑫ 組織としての対応措置を決める
⑬ 当事者に説明し、再発を防止する

ハラスメント防止対策はこうやって 
始めよう！



メッセージに含めたい要素の例

	• ハラスメントは重要な問題である
	• ハラスメント行為は許さない
	• ハラスメント行為は見過ごさない
	• ハラスメント行為をしない
	• ハラスメント行為をさせない／放置しない
	• 組織としてハラスメント対策に取り組む
	• トップ自らハラスメント対策に取り組む
	• 今年度重点的にハラスメント対策に取り組む
	• 職員の意識向上を求める
	• ハラスメントと疑われることがあったら相談 
をしてほしい

	• 相談者等に不利益な取り扱いをしない
	• 相談者等のプライバシーは守る
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メッセージの例

参考：あかるい職場応援団 ハラスメント関係資料ダウンロード 
コーナー「パワーハラスメント対策導入マニュアル（第4版）」

　メッセージの発信方法は、「ハラスメント防止方針」や
「人権方針」などとしてまとめたり、就業規則やコンプ
ライアンス規程の中に盛り込んだりするほか、社内報・
パンフレット・ホームページ等への掲載などがありま
す。また、ハラスメントについてだけでなく、組織として
大事にしたい価値観を盛り込むなど、組織の特色や文
化に応じて様々な方法があります。

トップメッセージの例：（公社）日本非営利組織評価センター
「人権方針」等広義のメッセージ：デンソーグループ（株式会社デ
ンソーおよび子会社、関連会社）の人権尊重に関する取り組み
イベント等での「アンチハラスメントポリシー」：
TokyoGirls.rb アンチハラスメントポリシー
カスタマーハラスメント対策としての基本方針の策定：
カスタマーハラスメント対策企業マニュアル
トップメッセージのひながた：あかるい職場応援団 ハラスメント
関係資料ダウンロードコーナー  参考資料1：トップメッセージ

ハラスメント防止対策はこうやって 
始めよう！

1. 決める・伝える
ハラスメント対策のスタート地点は、組織の姿勢を示すこと。方針を決めて 
メッセージを伝えるとともに、対策のしくみを作って関係者に知らせていきます。

① 組織としての方針・メッセージを 
 決め、伝える

　最初にすべきなのは、組織としての方針・メッセージ
を決めて組織内外に周知することです。ハラスメン
トは重大な人権侵害でありその行為を許さないこ
と、組織全体で取り組む重要な課題であることを明
確にします。こうした方針の存在は、相手の人格を認
め、尊重し合いながら仕事を進める意識に影響しま
す。また、取り組み姿勢が明確になっていることで、
ハラスメントが疑われる時に、職員・関係者間で指摘
しやすくなる効果が期待できます。
　組織が関わる対象者によっては、対象者に届く特
別なメッセージを発信することが有効です。例えば
こどもや若者を対象とした事業をしている場合は、 

「子どもと若者のセーフガーディング*」を参照し
て、活動の関係者による虐待や搾取など、子どもと
若者の権利に反する行為を防止するための取り組
みも必要です。
　NPO等が事業活動の中で関わるステークホルダー
は多岐にわたります。雇用関係にある職員や組織内
部関係者だけでなく、事業に関わるステークホルダ
ー全体を意識し、関係者の安全を守るための決意を
示すことが、ハラスメント対策の重要な第一歩です。

*「子どものセーフガーディング」とは、「関係者による虐待
や搾取など、子どもの権利に反する行為や危険を防止し、 
安心・安全な活動と運営を目指す組織的取り組み（（公社）
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンのウェブサイトより）」のこと
です。国際協力活動を主に想定したものではありますが、子
どもに加えて若者も対象に加えた取り組みとして「子どもと
若者のセーフガーディング」をここでは紹介しています。
参考：セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン編(2020) 子どもと若
者のセーフガーディング最低基準のためのガイド 外務省

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
https://jcne.or.jp/2022/03/30/news-83/
https://www.denso.com/jp/ja/about-us/sustainability/society/humanrights/
https://www.denso.com/jp/ja/about-us/sustainability/society/humanrights/
https://gist.github.com/JunichiIto/7a080f1cfb0ae27ef600c14b94a02db7
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/pdf/cusuhara_manual.pdf
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
https://www.savechildren.or.jp/about_sc/quality1.html
https://www.savechildren.or.jp/scjcms/press.php?d=3146
https://www.savechildren.or.jp/scjcms/press.php?d=3146


パターン
１）就業規則のみ
就業規則本文中に、ハラスメントの禁止規定を定
め、懲戒規定と連動させる
２）就業規則＋ハラスメント規程（もしくはコンプラ
イアンス規程）
就業規則に委任規定を設けた上で、詳細を別規程
に定める
３）労使協定
労働者の過半数を代表する者との間でハラスメン
ト防止に関する労使協定を締結する

ポイント
・定義、禁止行為を明文化
・罰則規定の適用条件や処分内容を明確化
・相談・苦情の対応、体制を明記（別途フロー、マニ
ュアル等に定めてもOK）
・相談者の不利益な取扱いを禁止

NPO等で特に注意したい点
・「役職員」の表現、対象の範囲
・外部関係者からの相談・訴えへの対処方針

② 規則・規程で禁止行為を明文化し、  
 措置の内容を決める

　組織としての方針・メッセージができたら、具体的な
禁止行為や、違反した場合のルールを定めます。就業
規則等では、職場の服務規律を定める文書で、ハラス
メント行為を行っていた者に対し懲戒規定に基づき厳
正に対処する旨を明記します。その定めがなければ、
組織として必要な措置をできなくなることがあります。
罰則規定の適用条件や処分内容、相談者の不利益な
取扱いの禁止などを明確に定めましょう。 

③相談窓口を決め、連絡方法を伝える

検討ポイント
■誰を窓口に任命するか（内部／外部）

•	理事・監事・評議員等への協力依頼
•	通常の業務フローとは別ラインで相談できる 
関係性の構築

•	話しやすさと客観性のバランス
•	窓口担当者を孤立させない／二次被害を防ぐ 
しくみ（チーム制の検討）

•	外部相談窓口として協力してもらえる専門家等と
の関係づくり

■気軽に相談できるしくみづくりの工夫
•	〇〇相談会／座談会等の開催(相談窓口担当者
との接点づくり／ちょっと気になったことを話せる
雰囲気づくり）

•	相談窓口担当者のひととなりを紹介する場づくり
•	同僚から相談を受けた場合の心得等の共有
•	ヒヤリハット事例の共有
•	ヒヤリハット事例や相談を匿名で投稿できるフォー
ムづくり

●窓口の透明性
•	相談窓口の役割、相談後のフローの明示
•	情報の共有範囲、相談者の秘密が守られることの
明示

•	相談をしたこと、協力をしたことによる不利益な取
り扱いを受けないことを明示

　誰を相談窓口の担当者に任命するか、人数が限ら
れるNPO等では大きな悩みです。ハラスメントの被害
を小さくするためには、できるだけ初期の段階で相談

できるしくみが重要ですが、小規模組織では、相談し
ていることが知られてしまうのではないか、相談した
ことで自分にも組織にも大きな影響が出るのではな
いかと恐れて、相談をためらうことがあります。相談者
の秘密を守りながらも、気軽に相談できるしくみをつく
り、それを周知する工夫が必要です。
　話しやすい相手を選べるよう窓口担当者を複数名
にすることや、通常の業務とは別ラインにすること（例：
事務局長を窓口担当にしない）、外部理事や監事など
業務に直接かかわっていない方の協力を仰ぐこともポ
イントです。また、窓口担当者以外の人も、同僚から相
談を受けた場合の対応法を知っておくなど、組織全体
でハラスメントについての理解を深め、日頃からちょっ
と気になったことを話せる場づくりをしていきます。

（相談を受ける体制について、詳細はP19を参照）
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規程例等の参考：厚生労働省山形労働局 雇用環境・均等室
ハラスメント対策・各種規定例ダウンロードページ

https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
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公益社団法人 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン 〒101-0047 東京都千代田区内神田2-8-4 山田ビル4F
03-6859-0328（平日10:00～17:00）japan.safeguarding@savethechildren.org  子どものセーフガーディング通報相談窓口

【保護者のみなさまへ】
セーブ・ザ・チルドレンの活動やスタッフのふるまいに関し、お困りの点や
ご提案がございましたら、現場スタッフまたは下記窓口にご相談ください。

1

4 5

76 自分でできることは
必要以上に
手つだいません。

32ひどい言葉で
バカにしたり、
どなったりしません。

ことば

じぶん 　　活動以外のことで連絡
　　しません。個人の連絡先
を教えあったり、ないしょで
子どもと会いません。
こ あ

かつどういがい れんらく

こじん

おし

れんらくさき
いじょう

て

ひつよう

勝手に体をさわったり、
性的なことをしたり
言ったりしません。

かって

い

せいてき

からだ
子どもと二人きりで
長い時間すごしません。
寝とまりのときは
布団や部屋を別にします。

こ

なが

ふとん へや べつ

ね

じかん

ふたり

えこひいきや
差別をしません。
わざと無視をしません。

さべつ

むし

暴力や体罰は
しません。

ぼうりょく たいばつ

しゃしん どうが かって
写真や動画を勝手にとったり、
つかったりしません。

ないしょで
会わない？

連絡先
おしえてよ

子どものセーフガーディング
こ

セーブ・ザ・チルドレンでは、
子どもが楽しく安心・安全に
すごせるように力をつくします。

こ たの あんしん

ちから

あんぜん

まも

こ

8

子どもの気持ちや意見を大切にします。
もしもいやな気持ちになったり困ったことがあれば

いつでもスタッフに相談してください。

こ きも

きも こま

いけん たいせつ

そうだん

参加する
子どもたちへ
お願い

こ

さんか

ねが

じぶん

きが
着替えやトイレなど、
できることは自分で
してください

こ しゃしん と
子どもが写真を撮りたいときや、
使いたいときも、まずスタッフに
相談してください。

つか

そうだん

こ
子どもとスタッフが
連絡をとるときは、決められた
方法を使ってください。

れんらく

ほうほう つか

き

2023.11

のやくそく8

スタッフが守る
子どもたちへの
のやくそく8

スタッフが守る
子どもたちへの

コラム　事例紹介
組織としての方針・メッセージを伝える相手は「誰」でしょうか？伝える相手によって、伝え方を
工夫することが大切です。（特）mia forzaが実施した「ハラスメント対応・窓口担当者研修」 
より、取り組み事例発表の一部をご紹介します。

事例紹介①：（公社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンの「子どものセーフガーディング」の取り組み

　セーブ・ザ・チルドレンは、「子どものセーフガーディング」に取り組んでいます。「セーフガーデ
ィング」とは、英語で「保護する」「守る」を意味する言葉。セーブ・ザ・チルドレンによる子どもの 
セーフガーディングは、関係者による虐待や搾取など、子どもの権利に反する行為や危険を防止し、
安心・安全な活動と運営を目指す組織的取り組みです。

　子どものセーフガーディングは、まず組織のスタッフや活動関係者が研修を通じてしっかりと 
共有し、行動規範を遵守しながら活動を進めています。それに加え、セーブ・ザ・チルドレンでは 
守られる対象者となる子どもやその保護者に対しても、その内容を伝えることが予防や早期発見の
ために欠かせないと考えています。

 「スタッフが守る 子どもたちへの8の
やくそく」は、やさしい言葉で説明した 
イラスト入り資料です。事業を行う
前には「8のやくそく」を必ず説明し、 
その日の相談窓口となる複数の担当
者と相談方法を紹介します。

　それでも、子どもたちから声を上
げるのは、ハードルが高いことです。 

「支援物資をもらえなくなるのでは
ないか」「仕返しされるのではないか」
差別されるのではないか」といった
気持ちを子どもたちが抱いてしまう
こともあります。相談件数などをスタ
ッフ間で共有していますが「0件だか
ら良いわけではない」と捉えていま
す。子どもたちが声をあげられるよう 
一緒に考えていく姿勢を伝え続けるこ
とが大事だと考えています。

（公社）セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン作成
「スタッフが守る　子どもたちへの8のやくそく」

mailto:japan.safeguarding@savethechildren.org
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事例紹介②：（特）マドレボニータの行動規範

 （特）マドレボニータは新たに行動規範
を作るとき、自分たちらしいものにでき
るよう、議論を重ねました。その結果、
出来上がったマドレボニータの行動規
範は、禁止事項や罰則を並べるものに
はなっていません。

 代わりに行動規範で表現されている
のは、関わる人たちへの信頼です。そし
て、「こういうことを大切にしたいから、
こう取り組みを進めていく」といった前
向きな内容になっています。マドレボニ
ータが主催するすべての場が、安心・安
全で対等な関わり合いができる場にな
るように、協力したいと思える表現を
意識して作りました。

 行動規範が関係者の間に浸透してい
くための取り組みも欠かせません。マド
レボニータでは、毎月の定例オンライ
ン報告会や、インストラクター養成スク
ールなど各種事業において、全員で読
み合わせを行っています。Webサイト
にも掲載し、困りごと・ハラスメント相
談等の問い合わせ窓口とともに案内し
ています。

（特）マドレボニータの行動規範

https://www.madrebonita.com/code-of-conduct


2. 防ぐ
ハラスメントを起こさないために、組織ができることは何でしょうか？研修やリスクの洗
い出し、予防策の日常業務への組み込みをしていきましょう。

④ 研修を行い、ハラスメントに対する 
 共通認識をつくる

　ハラスメントを防ぐためにまず大事なのが、研修
です。研修では、何がハラスメントに当たるのか、 
規程等に記した禁止行為について、関係者全員
が具体的なイメージを持てるようにしていきます。 
例えばパワーハラスメントの「6つの類型」について 
厚生労働省によるハラスメント対策の総合情報サ
イト「あかるい職場応援団」に具体例が紹介されて
いますので、そのような資料を参照しながら、共通
理解を図っていきましょう。
　また、無自覚のうちに加害者にならないための 
研修も有効です。メンバーへのフィードバック方法 
など、コミュニケーションスキルやアンガーマネジメ
ントなどを学びます。自らがハラスメント行為をしな
いよう、自分が相手に対して持つ「権力」に自覚的に
なること、自分の思考のくせを把握することが、非常
に重要です。
　並行して、組織の体制や方針に無理がないか、
負荷が偏っていないかなどを見直していきましょ
う。NPO等は、高い理想や問題意識のために、 
背伸びした事業計画を持ちやすい傾向があります。
長時間労働や負荷の偏りなどによるストレスは、職
場環境への不満となり、ハラスメントにつながる懸
念もあります。限られた資源をどのような優先順位
で配分するのか。ハラスメントを防ぐ意味からも、組
織として現実的な計画を立て、適切なマネジメントを
行うようにします。

「研修」 の役割
1.	 知識・啓発：「ハラスメントとは」「禁止行為」 

「ハラスメントにならない指導のありかた」等
を学ぶ

2.	 ケーススタディ・ワーク：ハラスメントが起き 
やすい状況を知る

3.	 対応スキルの取得：アンガーマネジメント、セル
フマネジメント、セルフケア等を身に付ける

4.	 自組織の方針・体制の説明、浸透、意見収集
5.	 自組織のリスク特定、対応の検証　　　 

（ヒヤリハットケースの共有）　　　　　　 
こんな時には相談・報告を、という事例共有

6.	 専門家との接点づくり

⑤ 自組織にとってリスクの高い状況を    
 洗い出す

　ハラスメントが起こりやすい場面は、組織によって異
なります。そのため、自分たちの組織にとってリスクが
高いのはどういうときか、事前に洗い出して対策を行い
ます。そのためによく使われる手法は、アンケートです。
　アンケートでは、過去にハラスメントかもしれないと
感じた事象がなかったかどうか、活動の中でハラスメン
トのリスクを感じる場面がないか、関係者の体験や気
づきを共有してもらいます。これは、ハラスメント防止の
施策を検討する上で、非常に重要な情報になります。ま
た、アンケートのテーマをハラスメントに限定せず、働き
方、あるいは組織運営や中長期計画に関連させた内容
として行い、幅広い意見を聞く中でハラスメントにつな
がる組織課題が明らかになることもあります。
　アンケートに協力してもらうために重要なのは、アン
ケート結果を何のために使いたいのか、誰が集計する
か、回答内容や集計結果はどこまで公開されるのか等、
情報の取り扱いについてきちんと伝えることです。
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https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/


実態把握アンケート実施時の検討ポイント
■対象、実施方法、集計・分析体制

•	対象の範囲 
（雇用関係にある職員のみか、業務委託契約者
やボランティアなども含めるか）

•	記名か匿名か 
（勤務年数や所属部署等の属性のみ選択しても
らう方法もあり）

•	誰が集計するか 
（個別の回答内容にアクセスできる担当は限定
し、誰が集計するかを明記する。集計・分析を第 
三者に協力してもらうことも検討）

•	実施ツール 

■結果の活用方法、共有範囲
•	アンケートの目的
•	集計結果や分析結果を誰にどの程度共有するのか
•	アンケート結果を受けて具体的な対策を講じる会
議体はどこか 

■自組織に合った設問づくり
•	ひな形をアレンジし、自組織に合った設問の表現
にする

•	組織として課題に感じている事柄も率直に伝え、
意見を募る

•	ヒヤリハットが多い場面やハイリスクの場面を想
定し、情報収集できる設計にする 

＊「答えたくない」も大事な選択肢です。回答への 
心理的負担を考慮しましょう。

　ハラスメント予防のための大事な気づき（ときにはつ
らい経験）を共有してもらうためには、アンケートを実施
する側を信頼してもらえるような設計と発信が欠かせ
ません。そして、ハラスメントの気づきを共有する場、過
去の体験等の相談を受ける場として、積極的に相談窓
口を利用してほしいことを改めて周知しましょう。

アンケート設問案の参考：あかるい職場応援団 ハラスメント
関係資料ダウンロードコーナー 
参考資料2：アンケート実施マニュアル／アンケート例

⑥ 予防策を日常業務に組み込む
　アンケートを集計・分析し、ハラスメントリスクが高
い状況が見えてきたら、その予防策を検討し、日常業
務に組み込んでいきます。
　例えば、分析結果で多く見られるのが、業務範囲の
あいまいさや業務負荷への不満です。これは、パワー
ハラスメントの「6つの類型」（P7）でいう過大（過少）な
要求や人間関係の悪化につながるリスクがあります。
予防策としては、契約書（あるいは指示書や引継書等）
に記載する業務内容を明確にすることや、チームメン
バーそれぞれの役割を確認して責任範囲を共有する
ことなどが挙げられます。当初想定した業務内容に変
更があったときは、注意が必要です。あいまいにせず、
メールでもよいので、文書化して伝えるようにします。
　このように、ハラスメントリスクを防ぐ手立てを講
じ、日常の業務フローの一部として実行していきます。

業務フローで見直すポイントの例

業務の中

関わり初期、
年度初め等

• 組織の姿勢・ルールの周知
（定期的な研修受講、宣誓書締結）

• 役割の明文化

• 事業の成果指標の検証
• 人の評価指標づくり
• フィードバック方法の
見直し

評価

• 工数管理・勤怠管理
• 組織的優先項目の共有
• 資源配分の見直し
• フォローアップ体制          
づくり
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事例紹介③：（特）夢職人のボランティア採用プロセス

　（特）夢職人は、ボランティアの採用プロセ
スに、ハラスメント予防のしくみを組み込んで
います。

 夢職人は、主に小中学生を対象とした体験事
業を行う団体です。宿泊を伴う自然体験や 
プレーパークなどの活動を支えるのは、約100
人のボランティア。子どもに対し身体的・精神
的被害を与えるようなボランティアが組織に入
るのを防ぐため、夢職人では、ボランティアの
採用において、必ず選考を行っています。

 選考は、オリエンテーションとグループ面談 
から始まります。その上で、二次選考となる 
体験参加を行い、先輩ボランティアとともに 
行動。合わせて個人面談も実施し、ボランティ
アを通じてどのようなことを得たいと考えて
いるのか、組織が目指している方向性とのマ
ッチングを慎重に行います。問題がなければ、
基礎講習の受講へと進み、団体のミッション
やビジョン、ガバナンス、行動規範や、現場で
のルール（活動中の撮影禁止など）を確認しま
す。この選考過程では、身分証の提示を求め
て虚偽がないことを確認し、また入会前には
ボランティアの活動規定（団体の責務、ボラン
ティアの権利、守秘義務等）について、誓約書
へのサインを必須としています。

 ボランティアとしての活動が決まった後も、
夢職人では研修が繰り返し行われます。すべての活動において、事前の説明会と活動後の全体や小グル
ープ、個人でのふりかえり・フィードバックへの参加を義務づけ。それ以外にも、発達障がいに関する基礎
理解など、各回４時間程度の定期研修を年４回程度開催しています。また、関わる人たちが異変に気づき
声を掛けられる環境をつくるべく、役職員・スタッフ・ボランティアのコミュニケーションがとりやすい工夫も 
欠かせません。組織内での事故を防ぐとともに、「報告しづらい」状況を生まないための取り組みです。

 このようにどんな人に関わってもらいたいのかを明確にし、同時にその人たちが学び続けられるしくみの 
デザインが大切です 。

•活動事例を用いたケーススタディ /ロールプレイ
•リスクマネジメント・安全管理
•応急手当実習
•野外活動・炊飯実習
•キャンプファイヤー・キャンドルサービス
•チームビルディング・グループワーク
•レクリエーション
•子どもとのコミュニケーション
•発達障がいに関する基礎理解
•社会教育の基礎理解

定期研修（各回４時間程度）のテーマの例

事前打ち合わせ会の流れ（例）：計３時間

１．あいさつ（5分）
２．前月の申し送り事項の確認（5分）
３．参加者と役割・メンバー紹介（10分）
４．企画のねらいと概要（10分）
５．実踏調査報告：現地紹介、移動・施設に関する諸注意（15分）
６．プログラムの説明、リスクと対処の一覧の説明（20分）
７．タイムスケジュールの説明（10分）
８．持ち物の確認（5分）
９．休憩（質問事項の聴取）（10分）
10．質疑に対する応答（5分）
11．役割ごとの打ち合わせ（35分）
12．個人ワーク：担当する役割に応じた個人目標の設定等（15分）
13．グループでのシェアリング（30分）
14．プロジェクトからインフォメーション（5分）

※定期研修の様子は、以下からご覧いただけます。
　https://yumeshokunin.org/category/cat_seminar/

https://yumeshokunin.org/category/cat_seminar/


3. 相談を受ける
多くの場合、相談窓口はハラスメント対応の最初の接点。相談があった時に適切に対
応できるよう、しっかりと準備をしておきましょう。対応フロー例に沿って解説します。

相談窓口

面談等
- 相談・通報内容を聞く
- 相談・通報内容の整理・記録
- 組織の姿勢、今後の対応の流れを伝える
- 相談者の意向確認
（調査を望むかどうか、どのような措置を望むか等）

ハラスメント対策委員会、
コンプライアンス委員会等への報告
（内部規定に従い、必要な場合）
（相談者の同意を得られる範囲で）

相談・通報

相談者・通報者

措置の検討

調査 【調査を実施する場合】
独立した委員会（調査委員会等）の設置、
委員の任命
•本人ヒアリング
•「相手」ヒアリング
•「関係者」ヒアリング
- 事実関係（およびその前後関係）の確認、整理
- 証拠の収集と保存
- 被害者の保護の必要性の確認

事実認定

【ハラスメント行為があったと判断できる場合】
措置を検討する機関での協議、決定 （コンプライアンス委員会、懲罰委員会等）
- 行為者への措置の検討
- 被害者への支援策の検討
- 再発防止策の検討
- 情報の扱いの検討

アフターケア - 相談者への報告・説明
- 被害者への支援
- 行為者への対応
-（社内外への説明）

【調査を実施しない場合】
再発防止策の検討（研修実施等）

【ハラスメント行為があったと判断できない場合】
- 相談者・行為者に組織の検討結果を説明する

（何らかの対応が必要な場合）
- 行為者の行動の問題点を整理し、改善を促す

（希望する場合）
- 和解の支援

窓口の設置、周知

調査実施に
ついての共有

相談者・通報者の安全確保

＊「行為者」とは、その疑いの通報を受けたものを含む。以下同。

対応フローの例（相談・調査・措置の検討の流れ）
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⑦ 相談窓口の役割と相談を受けた後の流れを決める

　相談窓口の役割は、相談者からの話を受け止め、
整理し、相談者の意向を確認することです。そして、
ハラスメントに対する組織の姿勢と、相談後の流れも
説明します。現実にハラスメントが生じている場合だ
けでなく、その発生のおそれがある場合や、ハラスメ
ントに該当するか否か微妙な場合でも、相談を寄せ
てもらえるようにしましょう。また、ハラスメントの被
害者のみならず、周りの同僚や上司などの気づいた
人が、事態が深刻になる前に相談できる環境づくり
も大切です。そのためには、相談をするとどのような
流れで対応がなされるのかや、情報が共有される範
囲など、相談後のフローをあらかじめ説明し、信用を
得ることが欠かせません。
　また、相談窓口担当者としてどのような態度、姿勢
で相談を受けるべきか、窓口担当の“心得”も明文化
しておきます。どういう姿勢で相談を受けるかを示
し、避けたい言動（例：「どうしてもっと早く相談しなか
ったの」「考えすぎだよ」）や、担当者の役割の範囲を
明確にします。
　相談を受ける方法は、メールやチャット、オンライ
ンの面談など、各団体に合った方法を設け、その連
絡先を周知してください。相談対応（聞き取りや面談
等）は、原則として、最初に連絡を受けた窓口担当者
が行いますが、客観性の担保のため、できれば複数
名での対応が望ましいです。相談対応時には、相談
内容を記録し事実を整理します（→相談対応シート
項目例）。相談者には、組織の姿勢と相談後の対応フ
ローを伝えるとともに、相談をしたことによる不利益
な取り扱いをしないこと、情報を共有する範囲を限定
し秘密を守ることも伝えましょう。また、相談者の意
向（例：行為者との接点をなくしたい、調査をしてほし
い）を確認することも必要です。相談者自身も、最終
的に何を望むのかを考えられていないことが多いの
で、一緒に考えていきます。ハラスメント対応の知識
に基づく冷静な視点と、相談者に寄り添うスタンス
の両方が大切になります。

相談対応シートの項目（例）
•	いつ（年　月　日　時間）/頻度や期間
•	誰から（相談者と行為者の関係：上司・部下・同僚 
・外部関係者等）

•	どのような（場所、状況、具体的な言動など）
•	行為者の言動に対し相談者はどのように感じ、

どのような対応をとったか、それに対する行為者
の反応

•	他の同席者や目撃者の有無／所属や名前など
•	具体的なメモや手紙、メールの記録等の有無
•	現在の相談者と行為者との状況
•	他にも同様の被害を受けている者はいるか（過去

に聞いたことはあるか）
•	想定される理由やきっかけ（背景）
•	誰かに相談はしたか、またその対応
•	相談者の意向

- 話を聴いてほしい
- 事情を報告したい
- 調査をしてほしい
- 行為者の言動を止めさせたい
- 行為者に謝罪をしてほしい
- 行為者との接点をなくしたい
- 行為者に注意・警告をしてほしい
- 行為者への懲戒処分　- その他

•	今後の連絡・再確認についての連絡手段・時間帯
等の希望

•	情報開示の範囲についての同意
- 行為者へのヒアリング
- 証人となる第三者へのヒアリング
- 法律・医療等の専門家への相談
- コンプライアンス委員会等への情報共有
-（調査を実施する場合）調査・ヒアリングチーム 

    への情報共有
-（組織的措置を検討する場合）理事会・委員会      
  及び事務局への一部情報共有

＊上記の情報共有については、適切な対応のためには
必要となる場合があること、匿名にするなど一部情
報を伏せて共有することも可能であることを伝える。

•	相談者の心身の状況

参考： あかるい職場応援団 ハラスメント関係資料ダウン 
ロードコーナー 「相談受付票」

＊上記「相談対応シートの項目（例）」は参考リンク先の 
  「相談受付票」をもとに筆者加筆
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参考： あかるい職場応援団 ハラスメント関係資料ダウンロードコーナー 参考資料9_パワーハラスメント
       社内相談窓口の設置と運用のポイント（第４版）P9

《窓口担当者が言ってはいけない言葉や態度》
1.	「ハラスメントを受けるなんて、あなたの行動にも問題（落ち度）があったのではないか」と相談者を責める
2.	「どうして、もっと早く相談しなかったのか」と責める
3.	「それは、ハラスメントですね/それは、ハラスメントとは言えません」と断定する
4.	「これくらいは当たり前、それはあなたの考え過ぎではないか 」と説得する
5.	「そんなことはたいしたことではないから、我慢した方がよい」と説得する
6.	「（行為者は）決して悪い人ではないから、問題にしない方がいい」と説得する 
7.	「そんなことでくよくよせずに、やられたらやり返せばいい」とアドバイスをする 
8.	「個人的な問題だから、相手と二人でじっくりと話し合えばいい」とアドバイスをする 
9.	「そんなことは無視すればいい」とアドバイスをする 

  10. 「気にしても仕方がない。忘れて仕事に集中した方がよい」とアドバイスをする

緊急性の確認と医療専門家との連携

　窓口担当者は、相談者の様子をよく観察して、対応に時間的余裕があるかどうかを見極めるようにします。 
相談者が相談をためらうなどして時間を要し、相談がきた時点では事態がすでにかなり深刻になっている場
合もあります。相談者の話を注意深く聞き取り、様子を観察して、被害者の早急な保護が必要な場合は組織
としての暫定的な措置（配置転換、担当の変更、休暇の付与等）の必要性を委員会等（コンプライアンス委員
会等）に伝えましょう。判断に迷う場合は、外部の専門機関に相談する方法もあります。

　もしも相談者から「死にたい」などと自殺を暗示する言動があったり、メンタル面でのケアが必要と思われる
場合に備え、産業医やカウンセラーなどの専門家に相談、紹介できるルートを確立しておくことも大切です。

　また、窓口担当者が深刻な問題を一人で解決しようとしないように注意し、相談の範囲をあらかじめ決め、
窓口担当者が相談・連携できる先を決めておきましょう。専門機関の紹介や対策の支援として下記のサイト
も参照してみてください。

・産業保健総合支援センター（さんぽセンター）
事業主や人事労務担当者、産業保健関係者を支援する機関。
メンタルヘルス対策をはじめとする産業保健に関する相談、研修、情報提供等の支援を原則として無料で 
行っている。

・こころの耳（働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト）
働く人や家族向けにメンタルヘルスに関する相談窓口や医療機関等を紹介しているほか、事業主向けにメン
タルヘルス対策の解説もしている。

・警視庁総合相談センター　相談ホットライン
相談内容に応じて相談窓口等を案内してもらえる。
また、犯罪被害者ホットラインや性犯罪被害相談電話もある。
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⑧ 相談対応シートを活用する

　相談の時間を有効に活用するため、相談者と窓口
担当者の間で「相談窓口が何をする場なのか」の共
通認識を持つようにしましょう。相談窓口を利用する
際の注意事項を文書として整理して事前に共有して
おくと、その助けになります。

調査を希望しない時の対応について
　ハラスメントの被害者および相談者にとっ
て、その状況を第三者に話すこと、他の人に知
られることは、大きな心理的負荷のかかること
です。相談すること自体に大きな勇気が必要
であることを、窓口担当者は認識しましょう。 
なかには、「聞いてもらえるだけでいい」、「調査
は希望しない」という相談者もいます。行為者
との関係性や職場の人間関係の維持等の問題
や、調査フェーズではさらに心理的負荷がかかる
ことなどから、相談者が調査を望まないケースも
多くあります。行為者や関係者への事実関係の
確認ができないと、組織としての措置（行為者
への指導や処分等）はできません。こうした場
合にどのように再発防止をするかは難しい課
題ですが、ハラスメントに関する研修を組織全
体で実施したり、業務フローの中でのリスクを
見直すなど、ハラスメントを予防するしくみづく
りを進めていく契機にしましょう*。

＊相談者の同意を得られれば、相談者の名前や詳しい
内容は伏せたまま、ハラスメント事案についての相談
があったという事実だけをコンプライアンス委員会
等、組織のガバナンスに関わるメンバーに伝え、組織
としてハラスメント予防施策を進める必要性を訴え
ることはできます。

相談窓口を利用する際の注意事項の文書例

	• ハラスメントに対する組織の方針 
（例：トップメッセージの文章の抜粋や規程類への 
リンク等）

	• 相談窓口の役割 
（例：ハラスメントを受けた当事者の他、行為を見かけ
た方、ハラスメントを受けたと言われた方、その他ハラ
スメントに該当するかわからないが上記に類する懸
念がある方からの相談などを広く受け付けること）

	• 相談をしたことによる不利益な取り扱いは行わな
いこと

	• 相談者および関係者のプライバシーを守ること
	• 相談窓口担当者からの質問項目例 
（例：問題とされる言動がいつどこでどのように行わ
れたか／行為者は誰か／相談者と行為者の関係／
目撃者や証人、記録等の有無など）

	• 面談等の所要時間の目安
	• 面談時の記録の取り扱い 
（例：相談対応シートに基づいて記録のためのメモを
行うこと。必要な場合は、相談者の同意を得た上で、
問題解決のために情報開示が必要な特定の個人（調
査委員会、コンプライアンス委員会等のメンバー、証
人となる第三者）または法律や医療等の専門家へ相
談内容を共有すること）

	• 相談を受けた後の組織としての対応フロー
	• 相談者へのお願い 
（例：相談内容について他言しないこと／相談中・調
査中は当該案件について当事者間で話し合わない
でほしいこと／SNS等での発信をしないこと)

　文書に記載する内容は、ハラスメントに対する組織
の姿勢、窓口担当者からの質問例、情報の共有範囲
などです。また、プライバシーを順守することや、不利
益な取り扱いをしないことも明記します。
　また、相談者へのお願いとして、相談中・調査中は
当事者間で話し合わないでほしいこと、SNS等での
発信を控えてほしいこと等を記載します。
　相談対応時は、「相談対応シート」に記入していく
とよいでしょう。シートには、基本情報のほかに、相談
内容を記入する欄、相談者の意向を記入する欄（謝
罪してほしい、接点をなくしたい、調査をしてほしい
等）を設けます。相談内容を正確に記録することは担
当者の重要な役割です。
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4. 調査する
相談を受け、必要な場合は調査を行います。ハラスメントや人権問題について理解し、適
正な調査を行える体制を事前に準備していきます。

⑨ 調査委員会を設ける

　相談者が調査を望む場合、もしくは調査を要する
と組織が判断した場合は、調査委員会を設けてより
詳しく事実関係を調べます。調査を実施するかどう
かの判断においては、相談者の意向のほか、下記に
該当する場合は、相談者の了承を得た上で、組織と
して詳細な調査および組織的対応の協議を行うこ
とが必要です。

•	 重大な法令違反があることが疑われる場合
•	 コンプライアンス規程等の内部規定に対する重

大な違反があることが疑われる場合
•	 組織の信用に大きく影響する懸念がある場合
•	 関係者の人権が著しく侵害されている場合
•	 そのほか、緊急性、重要性が高く、今後の活動

への影響が懸念される場合
　調査委員の選任、役割について、あらかじめ規程
やマニュアル等で定めておくとスムーズです。客観
性を保つため、できれば3名以上の構成とすること
が望まれます。
　「相談を受ける」フェーズでは相談者の話を聞くこ
とが主な目的でした。一方、「調査」フェーズでは、ハ
ラスメントが疑われる具体的行為についての事実
関係（およびその言動の前後関係、業務上の必要性
等）の確認が主な目的になります。そのため、調査を
担う担当者は、ハラスメントや人権問題について理
解した上で、当該事案に関する資料等を読んで、確
認すべき事項・論点を整理しておく必要があります。
　「相談対応」「調査」「措置の決定」はそれぞれ別の
担当・委員会や会議体が担うのが原則ですが、小規
模組織においては相談窓口担当者が調査まで担う
場合もあります。その場合でも、「相談を受ける」フェ
ーズと「調査をする」フェーズは分けて考え、面談の
目的が「相談を受ける」ためなのか、「調査」の手続き
の一環なのかを相談者に明示する必要があります。

　外部協力者に調査委員に入ってもらう場合は、あら
かじめ規程等を作成する時に協力を依頼しておきまし
ょう。人選にあたっては、ハラスメントや人権問題に対
する理解度や専門性のほか、内部関係者との利害関係

（および親族関係）がないかを確認することも忘れて
はなりません。また、協力の依頼に対する報酬の有無
や予算、想定される面談の件数や時間数についても
わかる範囲で率直に伝えて、どこまで協力してほしい
のかの目途を伝えることが重要です。監事や評議員、
外部理事などの役員に協力を依頼するのもいいでし
ょう。調査委員として依頼できる人の候補をいくつか
考えて協力依頼をしておき、事案発生時には、その事
案の性質によって構成員を検討しましょう。
　(一般的に、初対面の専門家等に調査委員就任の依
頼を受けてもらうことは非常に困難です。研修や規程
策定等を通じて関係性をつくり、いざというときに協力
してもらえる関係性を築いておくことが大切です。)
　また、調査業務の事務局を担う人やその役割も検討
しましょう。調査では、関係者との連絡や日程調整、論
点の整理、証拠の確認と保存、ヒアリング結果の記録、
報告書のまとめなど、さまざまな事務局業務が発生しま
す。事務局業務を誰が担うのか、その業務に対する報
酬の予算はあるのか等検討する必要があります。

調査委員会の構成・人選で気を付けること
•	ハラスメント・人権問題に対する理解度、専門性の有無
•	内部関係者との利害関係（および親族関係）がないこと
•	中立的な立場で話を聞き、解決に向けて取り組めること
•	発言、発信、態度に気をつけて秘密保持ができること
•	チーム構成員のジェンダーバランスに配慮すること
•	組織の顧問弁護士に当たる人は候補から外すこと
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　調査委員会の役割は、相談案件について関係者 
（行為者、周辺関係者含む）のヒアリングを実施し、
事実関係を整理して組織的な措置の検討につなげ
ることです。相談案件の事実認定を行い、ハラスメン
ト被害が認められる場合はコンプライアンス委員会
や懲罰委員会、理事会等の組織的措置を検討する
会議体に報告します。
　関係者へのヒアリングは、原則として2名以上の
体制で行いましょう。進行役と記録役など、事前に役
割を決めておくほか、ヒアリング事項、確認すべき論
点、ヒアリングの流れについて事前にすり合わせをし
ておくことが望まれます。できれば事前に注意事項
等をまとめて関係者に連絡しておき、守ってほしい約
束については宣誓書としてサインをもらっておくこと
も、その後のトラブルを避けることにつながります。

•	ヒアリングの位置づけ、手続きの流れ
•	組織としてハラスメント行為は許さないという 

方針の説明
•	秘密が守られること／秘密を守ってほしいこと

の説明
•	調査・ヒアリングの記録および情報の取り扱い
•	虚偽の証言をしないこと
•	報復は厳禁であること
•	ヒアリングで聞いた内容については他言無用で

あること

⑩ 関係者にヒアリングし、事実関係を整理する

　行為者に事実確認を行う際には、中立的な立場で
話を聴きましょう。本人には、相談者の認識に誤解が
あった場合にも報復などは厳禁であること、ヒアリン
グの内容は他言無用であり、SNS等での発信も禁止
することを伝えましょう。 
　相談者と相手の認識が一致しない場合には、相談
者の了承を得てから、同席者や目撃者がいないか、周
辺関係者へのヒアリングを行います。関係者に対して
もヒアリングの注意事項を伝え、守秘義務について
十分理解してもらい、事実確認を行う人数はできる限
り絞りましょう。
　相談者、行為者、第三者の認識が一致しないとき
は、認識の食い違いが起きている論点を見極め、証拠
を参照しながら、事実として明らかなことと、認識や評
価の違いが起きている事象を分けて整理することが
必要です。また、特に行為者に対しては、弁明の機会
を付与することが重要です。調査委員から一方的に
聞くだけでなく、自由に発言できる機会をつくり、言い
たいことはないか確かめながら進めます。
　調査の過程で、被害者の保護が必要と判断できる
場合や事態の悪化が懸念される場合は、調査結果の
まとめや組織的措置の決定を待たずに、暫定的な対
策を講じる必要があります。事業の担当の変更やサポ
ート役をつける、休暇を付与するなど、一時的に相談
者と行為者を離すための安全配慮措置をとります。一
定のプロセスが必要な事実認定や組織的措置の検
討は時間がかかりますが、被害者の安全を守るため
の措置は早急に検討、実施しなければなりません。　

　ヒアリング時の説明、注意事項の例
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調査報告書等関連資料の取り扱い

　調査報告書および関連するヒアリングの資料等は重要な機密情報です。その取り扱いには十分注意しましょう。
委員会内でデータを共有する場合はファイルやフォルダにパスワードをかけ、情報にアクセスできる関係者は限定
します。特に事実認定の途中段階の記述や証拠のデータなどは、関係者の中でもアクセスできる権限を限定し、内
部関係者内であっても情報漏洩に留意します。相談者や行為者に対してもヒアリング記録や報告書は公開せず、
組織的措置が決定した際に、その根拠を示す場合等に一部を限定して説明するに留めましょう。

　ハラスメント事案の調査においては、多くの場合、当事者の認識の不一致が起こります。誰が何を言ったか、認
識の不一致が言語化され、それを当事者が知ることで新たな軋轢と問題を生んでしまう可能性が高くなります。ま
た、調査協力者の情報が漏洩することで、調査協力者が報復を受けたり、不利益な取り扱いを受けることは絶対に
避けなければなりません。

　調査報告書は、調査委員会から措置を検討する会議体への報告のための文書で、組織的措置の検討につなげる
ことが目的です。そのため、当事者へのフィードバックや、委員以外の内部関係者向けの報告文書とは分けて取り
扱うことが必要になります。

⑪ 調査結果を意思決定機関に報告する

　関係者へのヒアリングが終了したら、コンプライアンス委員会等に報告するための調査報告書を作成します。調
査報告書には、下記の項目について記載するといいでしょう。
 
1) 事案発生の時期
2) 相談者および通報者の名前（匿名希望の場合は匿名）、相談・通報の手段
3) 調査・ヒアリングの内容・期間
4) ヒアリング過程で得られた客観的資料、証拠となり得る情報等
5) 調査・ヒアリングの結果として客観的に認められた事実
6) （組織的措置の必要性に関する調査委員会としての意見）

　報告書は、組織的措置を検討するための重要な情報になります。確認できた「事実」と、調査チームとしての「評
価」や「意見」は分け、客観的に確認できる事実を根拠とともに列記します。関係者間で認識が異なる事項は、認識
の違いがあることと、その論点について記載します。
　ハラスメント被害といえるかどうかの事実認定も行う場合は、判断に至った事実と根拠を明記しましょう。ハラス
メントの被害と言い切れない（ハラスメントの定義に一致しない）場合においても、被害の状況とその背景を整理し
て記載し、組織的措置の検討につなげます。
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5. 対応措置を決める
調査結果を踏まえ、組織としての対応を行います。再発防止につなげるとともに、 
精神的なケアも必要です。

⑫ 組織としての対応措置を決める
　ハラスメントに対する組織としての対応は、ハラスメ
ントの定義と照らし合わせ、以下の要素を踏まえて検
討を行います。

　事実確認および評価の結果には、次の3つのパター
ンが考えられます。 
1.	 ハラスメント行為があったと判断できる場合 
2.	ハラスメント行為があったと判断することはでき

ないが、そのままでは事態が悪化する可能性があ
り、何らかの対応が必要な場合 （→P28）

3.	 ハラスメント行為の事実が確認・評価できない場合
（→P28） 

　調査委員会からの報告を受け、ハラスメント行為が
あったと判断できる場合（左記の1）は、就業規則やハ
ラスメント防止規程、コンプライアンス規程等に準じ
て対応策を協議するほか、行為者への注意・指導、行
為者から被害者への謝罪、人事異動などが考えられま
す。
　該当行為の質や頻度を鑑み、懲戒処分に値すると
考えられる場合は、就業規則に基づき以下が考えら
れます。 

•	 減給 
•	 降格 
•	 けん責 
•	 出勤停止 
•	 諭旨解雇 
•	 懲戒解雇 

 特に重大・深刻な場合や、判断に迷う場合は、弁護士
や社会保険労務士に相談することも検討しましょう。
都道府県労働局の総合労働相談コーナーや弁護士会
の法律相談を利用する方法もあります。相談者や行為
者等から民事訴訟を提起される恐れがある場合など、
紛争の長期化を避けるために、個別労働紛争解決制
度のあっせん手続きや労働審判*を活用することも選
択肢の一つです。なお、相談対応時の記録や調査委員
会でのヒアリングの記録、事実確認の結果などは、訴
訟に発展した場合の重要な資料になります。プライバ
シーの保護に注意しつつ保存しておきましょう。 

•	相談者の被害の状況（身体的、精神的な被害の
度合い） 

•	相談者、行為者、第三者への事実確認の結果 
- 相談者と行為者の人間関係 
- 当該行為の目的や動機 
- 時間や場所 
- 該当行為の程度（質）や頻度（量） 

•	相談者及び行為者のそれぞれの行動や発言に
問題があったと考えられる点 

•	ハラスメントについての就業規則等の規定内容
•	団体内における過去のケース
•	ハラスメントについての裁判例  
（どのような場合に企業や行為者の法的な 
 責任が問われているか）
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＊個別労働紛争解決制度のあっせん手続き 
あっせんは都道府県労働局に設置されている紛争調整
委員会の委員（弁護士、大学教授、社会保険労務士など
の労働問題の専門家）が、事業主と労働者の双方の主張
の要点を確かめ、紛争当事者間の話合いを促進すること
により、紛争の解決を図る制度です。双方から求められ
た場合には具体的なあっせん案を提示します。当事者で
あっせん案が合意した場合は、民法上の和解契約の効
力を持ちます。利用は無料で全国の総合労働相談コーナ
ーから申請が可能です。  

＊その他の裁判外紛争解決手続き 
その他、ADR（Alternative Dispute Resolution）裁
判外紛争解決手続きとして、以下の全国の機関が行
う調停やあっせん等を活用することも考えられます。 

（各都道府県の機関によっては手続きを実施してい
ない場合もありますので、ご注意ください。） 
・ 弁護士会 
・ 司法書士会 
・ 日本産業カウンセラー協会 
・ 社会保険労務士会 
なお、サービス内容、制度の詳細や利用料については
各機関・団体に直接お問い合わせください。  

＊労働審判 
労働審判手続は、労働審判官（裁判官）１人と労働関
係に関する専門的な知識と経験を有する労働審判員
２人で組織された労働審判委員会が、個別労働紛争
を、原則として３回以内の期日で審理し、適宜調停を
試み、調停による解決に至らない場合には、事案の実
情に即した柔軟な解決を図るための労働審判を行う
という紛争解決手続です。労働審判に対して当事者
から異議の申立てがあれば、労働審判はその効力を
失い、労働審判事件は訴訟に移行します。

⑬ 当事者に説明し、再発を防止する

　組織としての事実認定および組織的措置が決定し
たら、その内容を相談者および行為者の双方に伝え、
組織として取り組んだことの説明をし、理解を得るよ
うにしましょう。
　行為者の行動や発言にどのような問題があったの
か、その行為は法律や規程に照らしてどのように評価
されるのか、また相談者にも問題があった場合には、
具体的にどのような問題があったのかを伝えること
で、今後同様の問題が起こらないようにしましょう。そ
の際には、当事者の心情に配慮しながらも、組織とし
て調査・検討のプロセスを踏んだうえでの決定である
ことを伝え、できるかぎり理解してもらうように努めま
す。決定に不服がある場合に再調査などの申告がで
きる場合には、その手続きについても伝えましょう。
　同じことを繰り返す行為者には、言動に目を配り、タ
イムリーに適切なアドバイスを行うとともに、定期的な
面談が必要です。同様の事案が起きないよう、継続的
にフォローしましょう。また、効果的な指導方法やコミ
ュニケーションの手法を学んでもらうように研修を企
画することも、再発防止の観点から重要です。

　ハラスメントの調査とその結果のフィードバックは、
当事者にとって心理的負荷が大きいものです。話を受
け取る側の心情に配慮した言葉、態度で説明を行いま
しょう。メンタル面でのケアが必要と思われる場合に
は、別途面談を設けて話を聞いたり、ストレスチェックを
受診して専門家に相談することをすすめてみましょう。
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ハラスメントがあったと判断することはできな
いが、そのままでは事態が悪化する可能性が
あり、何らかの対応が必要な場合（P26の2）

 行為者の行動や発言（相談者に問題があった
場合はその行動や発言も含む）にどのような問
題があったのか、どうするべきであったのかを明
確にすることが必要です。ハラスメントの定義に
合致すると判断できなくても、その後の事態の
悪化を防ぐために、事業者としてなんらかの対
策をとらなくてはなりません。行動や発言にどの
ような問題があったのかを明確にし、行為者に
改善を促して解決につなげるようにしましょう。 

ハラスメント行為の事実が確認できない場
合、あるいはその行為がハラスメントであると
断定できない場合（P26の3）

 ハラスメント行為が認められなかったことにつ
いて、調査委員会あるいは相談対応者から当事
者に説明します。その際には、法律上のハラスメ
ントの定義、内部規程での定義と禁止行為など
に照らして、調査で判明した客観的な事実がど
のように評価されたのか、理論立てて説明する
ことが重要です。説明する情報の範囲は慎重に
検討し、調査協力者のプライバシーを守りなが
ら、組織として客観的に情報を整理し、判断した
結果であることを説明する必要があります。

 また、組織としての事実認定と、当事者にとっ
ての被害認識は別であり、ハラスメント行為と
断定できない場合でも、状態が悪化する場合に
はその被害の実態に合わせて組織としての措
置を検討していくことを説明しましょう。

当事者が希望する場合は、相談対応者や調査委
員が当事者双方の和解を支援することもあり得
ます。謝罪をのぞむ場合や誤解をとくためのサ
ポート・仲介をする場合には、中立的な立場で言
葉を選びながら、双方の関係の修復をサポート 
しましょう。

担当者自身のメンタルケアの必要性

 ハラスメントの相談対応および調査では、相談対応
者、調査担当者にも大きな心理的負荷がかかります。
それぞれに求められる役割の範囲や気をつけるべき
ポイントを予め定めること、相談対応シートなどのツー
ルを作成しておくことは、そうした心理的負荷を軽減
することにもつながります。また、担当者を孤立させな
いためにも、原則として対応は2名以上の複数名で行
い、役割を話し合いながら分担して進めることも大事
です。さらに、対応に迷った場合などに相談できる専
門家がいると担当者の支援にもなります。
　相談対応者、調査担当者、そして組織的措置を決定
する立場にある人は、当事者の話を傾聴しながらも冷
静な態度で論理的に対応をする必要があります。客観
的な事実を積み上げて行う組織としての判断と、個人
として受け取る感情とを分けることが必要ですが、そ
のためには担当者自身もメンタルケアを受けられるよ
うな配慮が必要です。P21に掲載したこころの耳（働
く人のメンタルヘルス・ポータルサイト）や産業保健総
合支援センター（さんぽセンター）のサービスや情報提
供には、担当者の相談に乗ってくれる相談窓口などの
紹介もありますので、ぜひ参考にしてみてください。
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公益社団法人セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン

公益財団法人日本非営利組織評価センター
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編集：社労士事務所サステナ 星野美佳／オフィスことのわ 近藤圭子

デザイン：渡辺千鶴



ひとりじゃないよ、つながろう
mia forzaは 　　　イタリア語で「わたしのちから」という意味です。

私たちは困難をかかえる女性や　　　こどもの状況を変えるために、

さまざまな事業　　に取り組んでいます。

NPOやボランティアなど、大切な活動や団体における

ハラスメントへの　　 対応の輪を広げることも、そのひとつです。

これからも、ひとりでも多くの方に寄り添い

「あなたはひとりじゃないよ　　　」と伝え、つながり、応援を続けます。
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